
 四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 令和４年３月３１日 

                      四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第２２号 

   四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則  

 四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則（平成２６年四日市市規則

第３１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、子どもを産むこと

を望みながら、不育症のために子に恵

まれない夫婦（法律上の婚姻をしてい

る夫婦（法律上の婚姻をしていた配偶

者と死別した者を含む。以下「法律婚

夫婦」という。）及び婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある夫婦（以下「事実婚夫婦」と

いう。）をいう。以下同じ。）に対

し、不育症治療に要する費用の一部を

助成することにより、不育症に悩む夫

婦の経済的負担の軽減を図り、もって

少子化対策に寄与することを目的とす

る。 

第１条 この規則は、子どもを産むこと

を望みながら、不育症のために子に恵

まれない法律上の婚姻をしている夫婦

（以下「夫婦」という。）に対し、不

育症治療に要する費用の一部を助成す

ることにより、不育症に悩む夫婦の経

済的負担の軽減を図り、もって少子化

対策に寄与することを目的とする。 

  

（医療費の助成対象者） （医療費の助成対象者） 

第３条 市長は、不育症治療を受けた者

が助成金の交付申請の日に本市の住民

基本台帳に記録されている夫婦に対

し、不育症治療に係る医療費の助成を

第３条 市長は、次の各号に掲げる要件

をすべて満たす夫婦に対し、不育症治

療に係る医療費の助成を行うものとす

る。 



行うものとする。 

 (1) 不育症治療を受けた者が、治療期

間及び助成金の交付申請の日に本市

の住民基本台帳に記録されているこ

と。 

 (2) 助成金の交付申請の日においても

婚姻継続中であること。 

 (3) 国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）の規定による被保険者

又は次に掲げる社会保険に関する法

律（以下「社会保険各法」とい

う。）の規定による被保険者若しく

は被扶養者であること。 

 ア 健康保険法（大正１１年法律第

７０号） 

 イ 船員保険法（昭和１４年法律第

７３号） 

 ウ 私立学校教職員共済法（昭和２

８年法律第２４５号） 

 エ 国家公務員共済組合法（昭和３

３年法律第１２８号） 

 オ 地方公務員等共済組合法（昭和

３７年法律第１５２号） 

 (4) 夫婦の前年の所得（１月から５月

までの申請については、前々年の所

得。以下同じ。）の合計額が７３０

万円未満であること。 

 (5) 夫婦のいずれもが市税を滞納して

いないこと。 

 ２ 前項第４号に規定する所得の範囲に

ついては、児童手当法施行令（昭和４

６年政令第２８１号）第２条の規定



を、所得の額の計算方法については、

同令第３条の規定を準用する。 

  

（助成対象となる医療費） （助成対象となる医療費） 

第４条 助成対象となる医療費は、不育

症と診断された夫婦に対し、医療機関

において、夫婦が受けた不育症治療に

係る医療費及び助成の申請に係る証明

書料とする。ただし、次の各号に掲げ

る費用は除くものとする。 

第４条 助成対象となる医療費は、不育

症と診断された夫婦に対し、医療機関

において、夫婦が受けた不育症治療に

係る医療費及び助成の申請に係る証明

書料とする。ただし、次の各号に掲げ

る費用は除くものとする。 

(1) 国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）、健康保険法（大正１１

年法律第７０号）、船員保険法（昭和

１４年法律第７３号）、私立学校教職

員共済法（昭和２８年法律第２４５

号）、国家公務員共済組合法（昭和３

３年法律第１２８号）及び地方公務

員等共済組合法（昭和３７年法律第

１５２号）の規定に基づく保険給付

が適用される治療に係る費用 

(1) 国民健康保険法及び社会保険各法

の規定に基づく保険給付が適用され

る治療に係る費用 

(2)から(4)まで （略） (2)から(4)まで （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、過去に助

成の決定を受けた治療が終了した日以

前に終了した治療に係る医療費は、助

成の対象としない。 

 

  

（助成金の交付申請） （助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、四

日市市不育症治療医療費助成金交付申

請書（第１号様式）に次の各号に定め

る書類を添付して、市長に提出しなけ

第５条 助成金の交付を受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、四

日市市不育症治療医療費助成金交付申

請書兼実績報告書（第１号様式）に次

の各号に定める書類を添付して、市長



ればならない。 に提出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 医療機関の発行する不育症治療に

係る領収書及び診療明細書 

 (3) 夫婦の市税の完納証明書 

(2) 同一世帯に属さない法律婚夫婦に

ついては、それぞれの戸籍謄本（外

国人にあっては、婚姻継続証明書そ

の他婚姻関係が分かる書類） 

 

(3) 事実婚夫婦の場合は、それぞれの

戸籍謄本（外国人にあっては、婚姻

要件具備証明書（独身証明書）） 

 

(4) 同一世帯に属さない事実婚夫婦に

ついては、事実婚関係に関する申立

書（第３号様式） 

 

(5) （略） (4) （略） 

 ２ 申請者は、本市の住民基本台帳に記

録されている者とする。 

２ 前項の規定による申請は、治療が終

了した日の属する年度の翌年度の初日

から起算して２年を経過したときは、

行うことができない。 

３ 申請者は、治療終了日の属する年度

の翌々年度の末日までに第１項の申請

をしなければならない。 

  

（助成額） （助成額） 

第６条 助成金の額は、第４条に規定す

る助成対象となる医療費の合計額（当

該額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額とす

る。）とし、治療終了日の属する年度

当たり１０万円を限度とする。 

第６条 助成金の額は、次の各号に掲げ

る区分に従い、当該各号に定める額

（当該額に１００円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額とす

る。）とし、治療終了日の属する年度

当たり１０万円を限度とする。 

 (1) 夫婦の前年の所得の合計が４００

万円未満の場合 第４条に規定する



助成対象となる医療費の合計額 

 (2) 夫婦の前年の所得の合計が４００

万円以上７３０万円未満の場合 第

４条に規定する助成対象となる医療

費の合計額に１０分の５を乗じて得

た額 

  

（助成金の交付決定通知） （助成金の交付決定通知） 

第７条 市長は、第５条第１項の規定に

よる申請があった場合は、これを審査

し、助成の適否及び助成額を決定のう

え、交付するときは四日市市不育症治療

医療費助成金交付決定通知書（第４号様

式）により、助成金を交付することが不

適当と認めたときは四日市市不育症治療

医療費助成金不交付決定通知書（第５号

様式）により、速やかに申請者に通知す

るものとする。 

第７条 市長は、第５条第１項の規定に

よる申請があった場合は、これを審査

し、助成の適否及び助成額を決定のう

え、交付するときは四日市市不育症治療

医療費助成金交付決定通知書（第３号様

式）により、助成金を交付することが不

適当と認めたときは四日市市不育症治療

医療費助成金不交付決定通知書（第４号

様式）により、速やかに申請者に通知す

るものとする。 

  

（領収書等の保管等）  

第８条 申請者は、申請を行った日から

１年間、医療機関が発行した当該申請

に係る医療費の領収書及び明細書（以

下「領収書等」という。）を保管しな

ければならない。 

 

２ 市長は、必要があると判断したとき

は、申請者に対して、領収書等の提出

を求めることができる。 

 

３ 申請者は、前項の規定による領収書

等の提出の要求があった場合には、領

収書等を提出しなければならない。 

 

  



（助成金の返還） （助成金の返還） 

第９条 市長は、助成金の交付を受けた

者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、助成金の全部又は一部の返還を

求めることができる。 

第８条 市長は、助成の決定を受けた者

が偽りその他不正の行為によってこの

規則による助成金の交付を受けたとき

は、助成金の全部又は一部の返還を求

めることができる。 

(1) 偽りその他不正の行為によってこ

の規則による助成金の交付を受けた

とき。 

 

(2) 前条第２項の規定に基づく領収書

等の提出要求に対し、申請者が当該

領収書等を提出しないとき。 

 

  

第１０条 （略） 第９条 （略） 

 

 第１号様式から第４号様式までを次のように改める。  

 



第 1号様式(第５条関係) 

 

四日市市不育症治療医療費助成金交付申請書 

    

令和     年      月      日 

住所                 

 

申請者 氏名              

（署名または記名押印）   

電話番号               

 
 

次のとおり四日市市不育症治療医療費助成金の交付を受けたいので、四日市市不育症治療に要

する医療費の助成に関する規則第５条の規定により申請します。また、住所要件等の必要事項を

調査することを承諾し、また、他の地方公共団体に対し四日市市不育症治療費の交付決定情報を

必要に応じて提供することを同意します。  

 

氏 名 生 年 月 日 

夫  年     月     日 

妻  年     月     日 

今回の治療期間中の治療費について、他の自治体から補助金を受けましたか 

いいえ ・ はい（助成対象外）  

同年度の治療費について、この助成金を受けましたか 

いいえ ・ はい（申請日   年   月   日   助成額         円） 

医療費の内 

自己負担額の計 
       円 

助成金の 

申請額 
       円 

助成金 

交付決定額 
       円 

金 融 機 関 名 口 座 番 号 
口座名義人（フリガナ） 

＜申請者名義に限る＞ 

銀行  本店 

普通 

  

金庫 支店 

農協 出張所 

                                    

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

不育症治療受診等証明書 

 

 下記のとおり、不育症治療を実施し、これに係る治療費を下記のとおり領収したことを 

証明します。 

 

  年  月  日 

 

医療機関の名称及び所在地 

 

主治医氏名                  印 

 

医療機関記入欄（主治医が記入してください） 

受

診

者 

ふりがな  
生年

月日 

昭和・平成 

  年  月  日 氏 名  

今回の治療期間   年  月  日 ～   年  月  日 

不育症治療を 

必要とした理由 
 

検査、治療内容 

(保険診療外) 
 

領収金額 

今回の治療にかかった合計額（※保険診療外の自己負担額及び申請

に係る証明書料） 

 

領収金額             円 

 

※ 領収金額：治療期間（治療開始日から出産(流産、死産等を含む)に伴い治療が終了するま

で）における検査費及び治療費です。 

※ 保険給付が適用される治療、入院時における差額ベッド代、食事代は含めないでください。 



第３号様式（第５条関係） 

 

事実婚関係に関する申立書 

 

 

 

下記の二名については、事実婚関係にあることを申し立てます。 

 

 

事実婚関係にある不育症治療を行った方の住所、氏名 

① 

住所：                         

 

氏名：                         

 

② 

住所：                         

 

氏名：                         

 

 

事実婚関係にある二人①②が同一世帯になっていない理由 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

    年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所 

 

氏名 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

      四日市市    第    号   

住所 

氏名 

 

 

 

四日市市不育症治療医療費助成金交付決定通知書 

 

 

       年   月   日付けで申請のあった四日市市不育症治療医療費助成金につ

いては、四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則第７条の規定に基づき、下

記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

 

      年   月   日 

 

                          四日市市市長 

 

 

記 

 

 

       助成金交付決定額 

       (助成金交付確定額)                 円 

 

 

       助成対象期間           年   月  日から 

                          

                         年   月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第４号様式の次に次の１様式を加える。 

 



第５号様式（第７条関係） 

四日市市     第    号 

 

住所 

氏名 

 

 

 

 

四日市市不育症治療医療費助成金不交付決定通知書 

 

       年   月   日付けで申請のあった四日市市不育症治療医療費助成金の交

付については、四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則第７条の規定に基づ

き、下記のとおり交付しないことに決定したので通知します。 

 

 

年   月   日 

 

                          四日市市市長 

 

 

記 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則の規定は、この

規則の施行の日以後に治療が終了する不育症治療に対する医療費の助成から適用

し、同日前に治療が終了する不育症治療に対する医療費の助成については、なお従

前の例による。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正）  

３ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則（令和３年四日市市規則第

３２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しない

ものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

規則名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市任意予防接種費用補助金交付規則

（平成２３年四日市市規則第４５号） 

 （略） 

四日市市基準該当通所支援事業者の登録等

に関する規則（平成２４年四日市市規則第

４８号） 

 （略） 

 （略） 

  

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しない



ものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

規則名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市任意予防接種費用補助金交付規則

（平成２３年四日市市規則第４５号） 

 （略） 

四日市市不育症治療に要する医療費の助成

に関する規則（平成２６年四日市市規則第

３１号） 

第１号様式 署名をした場

合に限る。 

四日市市基準該当通所支援事業者の登録等

に関する規則（平成２４年四日市市規則第

４８号） 

 （略） 

 （略） 

  

 

（こども未来部こども保健福祉課） 


